
当院では、厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、関東信越厚生局長に届出し、

診療を行っています。施設基準等の届出状況を院内掲示するとともに、ウエブサイ

ト上の掲載も行っております。

【外来/在宅診療共通】

情報通信機器を用いた診療 （情報通信）第44号 令和6年6月1日

スマートホンやタブレット等の情報通信機器を使って、診察や薬の処方を行っています。

初診の場合には、抗精神薬は処方しないこととしています。

時間外対応体制加算1 （時間外1）第●号 令和8年6月1日

原則として、診療時間外において継続的に受診している患者さんからの問い合わせに対し、当

院の常勤医師や看護師、事務職員等が常時電話にて対応できる体制を整えています。

体調不良等が生じた場合は、下記の順に連絡をしてください。

STEP１：まずは「救急安心センターやまなし（＃７１１９）」へ連絡し相談します。

 　→STEP２：相談後も判断に迷う場合は、当院　📞０５５-２４４-７０２２ へ連絡します。

　　🚑 緊急の場合は、「救急車（１１９番）」 を要請してください。

がん性疼痛緩和指導管理料 （がん疼）第58号 令和6年1月1日

がん性疼痛の症状緩和を目的に、治療管理や療養上必要な指導を行います。

二次性骨折予防継続管理料3 （二骨継3）第45号 令和6年11月1日

骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進するため、外来において継続的に骨粗鬆症に

関する評価及び治療を実施された患者さんへ「二次性骨折予防継続管理料３」を算定してお

ります。

訪問看護遠隔診療補助料 （訪看遠診）第●号 令和8年6月1日

在宅療養患者さんの体調悪化時、一部の場合において、看護師が患家に出向いて医師との

「情報通信機器を用いた診療」や検査を補助します。

外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ （外在べⅠ）第●号 令和8年6月1日

医療現場で働く職員（看護師、事務職員等）の処遇改善を行い、人材確保に努め、医療の質を

向上させるための取り組みの一環として導入したものです。

すべて職員の賃金引き上げに充当されます。

オンライン診療の指針遵守 令和8年6月1日

「オンライン診療指針遵守確認チェックリスト」を当院ホームページに掲載しております。

☘施設基準等の届出状況に関するもの☘

当院は「保険医療機関の指定」（医療機関コード：17,1101,6）を受けています。



外来・在宅物価対応料 令和8年6月1日

今般の物価高騰(医療材料費・光熱水費等）に対応するため、「初診時」や「再診時」に併せ

て所定点数が加算されます。

一般名処方加算

後発医薬品の使用促進を図り、医薬品の安全提供を達成するために、一部の医薬品について、

一般名処方（一般的な名称により処方せんを発行すること）を行う場合があります。

これによって、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が

提供しやすくなります。

明細書発行体制等加算

医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。

なお、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

【外来関係】

生活習慣病管理料Ⅱ

糖尿病や高血圧、脂質異常症が主病で通院の患者さんには、療養計画書をもとに食事指導等の

総合的な治療管理を医師、看護師、管理栄養士が協働して行っています。

【在宅診療関係】

在宅医療情報連携加算 （医情連）第11号 令和6年6月1日

医療機関・介護サービス事業者とICTツールでの連携体制をとっています。

患者さんの状況に応じて、診療情報等の医療情報を共有しています。

在宅療養支援診療所 （支援診2ア）第●号 令和8年6月1日

在宅療養患者さんに対し、「２４時間３６５日体制」で診療対応しています。

医師が定期的に患者さんのもとへ定期訪問する「訪問診療」や様態の急変時等に必要に応じて

訪問する「往診」等を行っています。

在宅(施設入居）時医学総合管理料 （在医総管1）第●号 令和8年6月1日

通院が困難な患者さんに対し、計画的な医学管理のもとに定期的な訪問診療を行います。

患者さんが自宅や施設で安心して療養を続けられるよう医師が中心となって医療面の管理を

包括的に行います。

在宅がん医療総合診療料 （在総）第146号　 令和6年1月1日

居宅で療養している末期の悪性腫瘍患者さんに計画的な医学管理のもとに総合的な医療を提供

しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人桜花会　あすか在宅クリニック
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